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令和８年度新庄市地域おこし協力隊募集要領 

【移住就農推進事業】 

 

人口減少及び高齢化の進行する本市において地域外の人材の誘致、定住及び定着を図り、もって地域力の

向上及び地域の活性化に資するため、次のとおり「地域おこし協力隊」を募集します。 

 

１．募集人数 

  地域おこし協力隊  １名 

 

２．応募条件 ※以下の全ての項目に該当する方 

  (１)令和８年４月１日現在で年齢が２０歳以上の方 

(２)次のいずれかに該当し、任用を開始する日に新庄市内へ住民票を異動できる方 

ア ３大都市圏や仙台市をはじめとする政令指定都市の都市地域(過疎、山村、離島、半島等の地

域に該当しない市町村。) に現に住所を有する方 

イ 他の地方自治体において地域おこし協力隊員として２年以上活動した経験があり、活動終了

から１年以内の方 

ウ 語学指導等を行う外国青年招致事業参加者として２年以上活動した経験があり、活動終了か

ら１年以内の方 

(３)地方公務員法第１６条に規定する一般職員の欠格事項に該当しない方 

(４)地域の活性化に意欲があり、地域住民とコミュニケーションを図りながら、地域活動に積極的に取

り組むことができる方 

(５)普通自動車免許を所持し、日常的な運転に支障のない方  

(６)パソコン(ワード・エクセル・パワーポイント・Eメール)の一般的な操作ができる方 

(７) SNS 等を利用し情報発信を行うことができる方 

(８)将来的に新庄市に定住する意欲のある方 

 

３．勤務地 

  新庄市役所農林課内（山形県新庄市沖の町１０番３７号） 

 

４．活動地域 

  新庄市内全域 

 

５．業務内容 
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市内の農家の下で実践研修を受けながら、必要な知識、技術を習得し、市内での就農を目指していた

だきます。また、自身の活動や新庄市の農業について SNS 等を活用した情報発信を行うことにより、

新庄市の農業振興に貢献できる人を募集します。 

 

（具体的な活動の一例） 

１．農家での実践研修 

２．東北農林専門職大学、付属農林大学校での学び（研修） 

３．大型特殊自動車の操縦方法（免許取得）や農業簿記などの資格習得 

４．地域住民との関係性づくり 

５．県内外の移住就農者との交流 

６．就農するための準備 

７．SNS 等を活用した情報発信 

 

６．雇用形態・期間 

(１)新庄市の会計年度任用職員として採用します。 

(２)任用期間は着任(令和８年４月１日以降の日付で相談の上決定します)から令和９年３月３１日まで

とします。ただし、最長３年を限度に再任することができます。 

 

７．勤務条件 

(１)報酬等 

報酬は月額２１０，９００円とします。※金額は変動する可能性があります。 

賞与（期末・勤勉手当）は年間で２．４月分を支給します。※支給月数は変動する可能性があります。 

   要件に該当すれば通勤手当相当を費用弁償します。 

  (２)勤務日・勤務時間 

原則として月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後４時３０分までとし、週３５時間の勤

務とします。 

ただし、活動内容によっては勤務日・勤務時間の変更もあります。 

(３)勤務を要しない日(休日) 

   土日、国民の祝日、年末年始(１２月２９日～翌年１月３日) 

   なお、休日等に勤務された場合は勤務日に振り替えます。 

(４)休暇等 

   年次有給休暇１０日(最大)及び夏季休暇３日 

(５)待遇・福利厚生 

   山形県市町村職員共済組合、厚生年金、雇用保険に加入します。 

   活動に必要なパソコン等については、市が貸与します。 

   私有車を活動に使用する場合は、車両借上料を月額１５，０００円支給します。 

   リース車を使用する場合は、車両借上料としてリース等経費に１０分の８を乗じて得た額（１００円
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未満切り捨て）を支給します（上限月４万円）。 

   活動に係る燃料費はキロ数に応じた額を支給します（上限月１万円）。 

   任期中の住居については隊員自身で契約し賃貸費用の一部を予算の範囲内で市が補助します（上限

月５万円）。 

 

８．申込み受付期間 

令和８年４月２日（木）～令和８年４月３０日（木）（必着） 

 

９．選考方法 

応募される方は、下記書類の①から③までを申込先へ提出ください。 

 審査・選考は随時実施します。合否については文書により通知します。 

 

＜提出書類＞ 

①  新庄市地域おこし協力隊申込書(新庄市ホームページよりダウンロード可)  

②  履歴書(写真貼付、市販品使用)  

※写真は胸から上を正面から撮影したものを貼付してください。 

③  住民票抄本：１通(令和８年４月１日以降に取得したもの) 

※メールで申込の場合、住民票原本は２次選考の際にご提出ください。 

     なお、提出書類は返却いたしません。 

 

＜申込先＞ 

新庄市 総合政策課 地域力創生係 へ持参、郵送、またはメール 

〒９９６－８５０１ 山形県新庄市沖の町１０番３７号 

E-mail : seisaku@city.shinjo.yamagata.jp 

 

(１)第１次選考【書類選考】 

書類選考の上、結果を全員に文書で通知します。 

 

(２)第２次選考【面接選考】 

第１次選考合格者については、面接による第２次選考を実施します。 

社会情勢などにより、Ｗｅｂ面接とする場合があります。 

詳細については、第 1次選考結果の通知の際にお知らせします。 

※応募に係る経費(面接に要する交通費など)は全て応募者の個人負担となります。 

 

１０.問合せ先 

新庄市 総合政策課 地域力創生係 
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電話 ０２３３－２２－２１１５（直通） 

FAX  ０２３３－２２－０９８９ 

E-mail seisaku@city.shinjo.yamagata.jp 

mailto:seisaku@city.shinjo.yamagata.jp

